
請求書類の準備

請求書類の準備

その他書類の準備 支払調書作成対象となる場合に
ご提出ください

該当者のみご提出ください

受取人をご確認ください

全員ご提出ください

必要書類のご案内
死亡保険金

　このたびのことにつきましては、心よりお見舞い申しあげます。
死亡保険金のご請求手続きに必要な書類をご案内いたしますので、
当会社所定の請求書とともにご提出くださいますようお願い申しあげます。

請求手続きの流れと必要書類
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（１）受取人が２名以上の場合

（2）災害保険金を請求する場合

（3）後見人等が請求する場合

（4）（新・）団体定期保険で障害特約に加入されている場合

必 須

必 須該当時
のみ

該当時
のみ

▼P1

▼ P7

▼ P3

戸籍（住民票）の取得にあたって ▼ P8

▼ P5

（１）請求書

（2）死亡証明書

（3）戸籍謄本等の公的書類

● 受傷状況報告書
● もれなくご請求いただくためのチェックシート

添付書類

はじめに

共79853  2020.12（2021.02改訂）

参 考

A825982
取り消し線



はじめに 受取人をご確認ください1
（1）受取人は「ご加入内容のお知らせ」等でご確認できます。

受取人は被保険者がご加入の際に下記①～③のいずれかの受取人をご指定されます。 
保険金はご指定された受取人にお支払いされますので、ご請求時には受取人のご確認をお願いします。
ご不明な場合は、ご契約の担当窓口にご確認ください。

受取人 説明

①指定受取人　ご契約のお申込みの際に指定された受取人のことで、以下のいずれかの区分により「続柄」で指定されています。

１

2

3

4

5

7

9

区分 受取人

配偶者

労基法

兄弟姉妹

法定相続人

個人名

父母

子ども

①夫または妻のことで、法律上の婚姻関係（戸籍上）にある方です。
（婚姻届のない内縁関係の場合は、配偶者には含まれません）

①戸籍が別になっていても受取人となります。
②養子、特別養子、非嫡出子も受取人となります。

①父母とは、実父母および養父母のことです。
②父母が離婚している場合、父母の双方ともに受取人になります。

労働基準法を準用した受取人の順位となります。

①兄弟姉妹とは、実の兄弟姉妹のことです。
②結婚して戸籍を移している兄弟姉妹でも受取人となります。
③父または母を異にする兄弟姉妹も受取人となります。

「民法」によって定められた相続順位に従った相続人を法定相続人といいます。

個人名で指定された受取人となります。

①夫または妻のことで、法律上の婚姻関係（戸籍上）にある方です。
（婚姻届のない内縁関係の場合は、配偶者には含まれません）

①戸籍が別になっていても受取人となります。
②養子、特別養子、非嫡出子も受取人となります。　※子どもが死亡している場合は、直系卑属である孫　

①父母とは、実父母および養父母のことです。
②父母が離婚している場合、父母の双方ともに受取人になります。

①祖父母とは父方および母方の父母のことです。

①兄弟姉妹とは、実の兄弟姉妹のことです。
②結婚して戸籍を移している兄弟姉妹でも受取人となります。
③父または母を異にする兄弟姉妹も受取人となります。

②約款順位の受取人　「約款」で規定された受取人のことで、以下の順位で指定されています。

配偶者

祖父母

兄弟姉妹

父母

子ども

第１

第2

第3

第4

第5

順 位

説明

1



③法定相続順位による受取人　「民法」によって定められた相続順位に従った相続人を法定相続人といい、法定相続順位は以下のとおりです。

第１

第2

第3

順 位
受取人 受取人

配偶者がいる場合 配偶者がいない場合

配偶者 ＋ 子ども

（死亡している子がいる場合は、その直系卑属である孫）

配偶者 ＋ 父母

（父母がいない場合は、その直系尊属である祖父母）

配偶者 ＋ 兄弟姉妹

（死亡している兄弟姉妹がいる場合は、その直系卑属である甥・姪）

子ども

（死亡している子がいる場合は、その直系卑属である孫）

父母

（父母がいない場合は、その直系尊属である祖父母）

兄弟姉妹

（死亡している兄弟姉妹がいる場合は、その直系卑属である甥・姪）

●（新・）団体定期保険
●医療保障保険（団体型）
●無配当団体医療保険

●医療プランⅡ型
●無配当特定疾病保障
　定期保険（Ⅰ型・Ⅱ型）
●無配当定期保険
　（Ⅰ型・Ⅱ型）
●無配当医療保険

※指定された受取人（指定受取人）がお亡くなりの場合、加入商品により以下のとおり区分されます。

一部生存されている

全員死亡されている 死亡されている

続柄指定の場合 個人名指定の場合

被保険者の死亡時
に生存されている指
定受取人

約款順位の受取人

被保険者よりも後
に死亡された受取
人の法定相続人

約款順位の受取人

被保険者の法定
相続人

個人名指定され
た受取人の法定
相続人

個人名指定され
た受取人の法定
相続人

被保険者よりも後
に死亡された方も
含まれる

全員が被保険者
より前に死亡され
ている

被保険者よりも前
に死亡されている

被保険者よりも後
に死亡されている

※証券番号が21・76で
　始まる商品　

※証券番号が81で
　始まる商品　
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※「保険金・給付金請求書」は本案内とは別の書類となります。

※「保険金・給付金請求書」の「記入のご案内」を確認ください。

死体検案書

●監察医務院・法医学教室などでは当会社所定の死亡証明書の作成ができないため、死体検案書をご提出ください。

※診断書の取得費用は、お客さまの負担となります。
ただし、保険金・給付金をお支払いできなかった場合で
かつ当会社所定の要件を満たす場合には、診断書原本
のご提出１通につき所定の金額をお支払いします。

◯共 71863    18. 8  30×500LIAJ０１８－C０１－２０１４０３

平成
昭和

手術日：

令和

男

女

平成

月年 日

月年 日

月年 日

月年 日

月年 日月年 日

月年 日 月年 日

月年 日

時 期
告 げ た
病 名 を

【お願い】

　その際にはご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
・後日弊社または弊社が委託した会社の担当者より、本証明書の内容についてお伺いさせていただくことがございます。
・ご記入の際は、黒インクにてお願いいたします。また、訂正される場合は必ず証明印による訂正をお願いいたします。

上記のとおり証明します

ま た は

発病（受傷）

お よ び

（ウ）の原因
（エ）

（イ）の原因
（ウ）

（ア）の原因
（イ）

（ア）
直 接 死 因

Ｓ

　死 亡 証 明 書団体保険用

有
・
無

電 話 番 号

－

（ ）

市外局番

印

診療所等の

病院または
名 称

死体検案死亡診断

家族には（ 年 月 日頃）に病名を（ ）と告げた

本人には（ 年 月 日頃）に病名を（ ）と告げた有 ・ 無

有 ・ 無

１６．

１５．

１７．

１４．初診時の主訴・所見およびその後の症状経過、治療内容

１３．今回の発病（受傷）から初診までの経過（発症時期、症状経過、治療内容、医療機関名）

１２．死亡に関係のある既往症（傷病名、初診日、症状経過、治療内容、医療機関名）

２．１．従業中
と き
でない ３．不明
従業中

～

１．住居 ２．工場及び建築現場 ３．道路 ４．その他

９．自殺 １０．他殺 １１．その他及び不詳の外因その他及び不詳の外因死

６．窒息 ７．中毒 ８．その他 による傷害
２．交通事故 ３．転倒・転落 ４．溺水 ５．煙、火災及び火焔

不慮の外因死
外因死

１２．不詳の死

１．病死及び自然死

手
術

解
剖

５．

２．

３．

４．

６．

７．

８．

９．

１０．

１１．

年 月 日

入 院 期 間

死 亡 し た
と き

年 月 日
手 術

１．無 ２．有

１．無 ２．有

１．病院 ２．診療所 ３．老人保健施設 ４．助産所 ５．老人ホーム ６．自宅 ７．その他

明治安田生命保険相互会社 御中

時 分

初 診

所 在 地

年 月 日

前 医

紹 介 医

手 術 名

都 道
府 県

時 分年 月 日

の 種 別
したところ
傷害が発生

傷害が発生
し た と き

傷害が発生
したところ

及ぼした傷病名等
傷病経過に影響を
係しないがⅠ欄の
直接には死因に関

発病（発

症）又は

受傷から

死亡まで

の 期 間

Ⅱ

Ⅰ

外 因死 の

追 加 事 項

死因の種類

死亡の原因

死 亡 し た
ところの種別

と こ ろ

種別１～５の
施設の名称

死 亡 し た
死 亡 し た
と こ ろ

そ の 種 別

住 所

氏 名

医療機関名医師名 その所在地

死亡診断（死体検案）年月日

医師氏名

生年月日

午後
午前

１．

区
町村

市
郡

部位及び主要所見

主要所見

午前
午後

手段及び状況

令和
平成
昭和

令和

令和
平成
令和

平成
令和

平成
令和

平成
令和

平成
大正

令和
昭和

請求書類の準備2 全員ご提出ください

（1）請求書

死亡保険金の請求にあたっては、保険金・給付金請求書(別紙)と本案内に記載された必要書類をご準備ください。

（2）死亡証明書

医療機関にて証明を依頼のうえご提出ください。

団体保険用 死亡証明書

●死亡日が加入日・増額日から2年〈（新・）団体
定期保険、医療保障保険（団体型）、無配当団
体医療保険は1年〉を経過しての病気死亡、
または災害死亡の場合は、当会社所定外の
死亡診断書でもご請求できます。

●死亡日が加入日・増額日から3年〈（新・）団体
定期保険、医療保障保険（団体型）、無配当団
体医療保険は1年〉経過した死亡保険金請求
についてはコピーでもご請求できます。

3

（ ）

明治安田生命保険相互会社 御中

様

年　　　　　月　　　　　日

―　　　　　　　―

生年月日氏 名

受領代行委任届

本支店コード（店番）

金融機関コード

本支店名

金融機関名

預金種目

電 話

性 別 男

銀行

支店

女

契約者（代理人）

被保険者
番 号

被保険者
区 分

被保険者
カナ氏名

住 所
（自 宅）

口座
番号

口座
名義人
（カナ）

　親権者・
後見人
署名欄

日中の
連絡先

証券番号

契約者記入欄 貴社約款の規定により、下記契約の保険金または給付金を請求します。
なお、下記受取人（代表受取人選任届に記入の受取人を含む）は契約上の指定受取人に相違ないことを確認いたしました。

受取人記入欄 表紙記載の＜個人情報のお取扱い＞の同意事項を確認し、同意のうえ、請求します。
なお、貴社が必要と認めた場合には、請求内容の事実の確認を医療機関等に行なうことを承諾します。

● 「保険金」・「給付金」の受取人が2名以上になる場合
受取人全員の協議により代表者として選任された私が代表して請求します。
なお、本請求について後日利害関係人から異議の申し出があっても全受取人が連帯し
て責任を負い、貴社に一切迷惑をかけません。

※請求項目の詳細は「記入のご案内」を
　参照ください。

● 表紙記載の〈支払調書が作成される場合〉
受取人（委任者）は、上記「契約者（契約者から委託を受けた者がいる場合はその受託者）」
を代理人として定め、当該代理人を通じて、保険取引に関する支払調書作成事務のため、
当該委任者の個人番号（マイナンバー）を明治安田生命保険相互会社に申告いたします。

※5件以上ご請求される場合、以下にご記入ください。

団体名

届出印代表者役職・氏名

住 所

所属員本人

普通・総合 当座

請求項目※

死亡

高度障害

特定疾病

入院・手術・放射線

就業不能

リビング・ニーズ

障害

7大疾病

先進医療

上皮内がん等

保険料払込免除配偶者 こども 会社負担分

印

受
取
人
（
委
任
者
）

フリガナ

フリガナ

フリガナ

大正 昭和 平成

〒

都 道

府 県

〒
都 道

府 県

住 

所

被
保
険
者

信託

労金

本店 出張所

店

農協 信金

信組

振
込
先
口
座 姓と名の間は１マス空けて左詰でご記入ください。 濁点も１マスお使いください。

※被保険者と受取人のご住所が異なる場合のみご記入ください。

ご自宅 お勤め先 携帯 その他

※親権者・後見人がお手続きされる場合は署名・押印ください。

当保険金・給付金の請求にあたり、
記載の口座名義人へ送金ください。

印受取人から見た
口座名義人の続柄

▼受取人以外の口座へ送金を希望される場合、受取人が
　ご記入・押印ください。

下記いずれかにチェック　 してください。

保険金より相殺 他の加入者と一括支払い（払込済みも含む）

▼被保険者が賞与時払（ボーナス払）コースに加入の方のみ

賞与時払保険料の
取扱い

保険金・給付金請求書
〈個人番号申告にかかる委任状〉

令和

保存 永久○本 共79827  19.11/2

保険金・給付金請求書（見本）

21123456
21654321
7 6 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 1
8 1 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 3

12345678

株式会社 明安銀行

代表取締役  明安 豊

東京都新宿区西新宿1-9-1

ワカハ゛　リョウ

若葉　薫

明 安
駅 前

東京 豊島区高田３-３５-1໐╳レジデンス101
トシマク タカダ マルバツ

ワカバ　　　カオル

３0

03 1234 5678

171  0033

３

１ 2 3 4

5 6 7 8

7 8 9

３

ワカハ゛　カオル



説明必要書類

□ 被保険者の戸籍謄本（抄本）

□ 受取人の戸籍謄本（抄本）
　 または住民票＊

□ 受取人の本人確認書類

●受取人を個人氏名にて指定されていない場合（続柄、法定相続人、約款順位等を指定）
は、先順位者のいないことが確認できる戸籍謄本（抄本）をご提出ください。

●発行後６ヵ月以内のものをご提出ください。

各契約の保険金額が500万円を超える場合にご提出ください。
（500万円以下は提出不要です）

●受取人が2名以上の場合は受取人全員の本人確認書類をご提出ください。
●受取人が未成年の場合は、親権者、後見人の本人確認書類をご提出ください。

●受取人を個人氏名にて指定されていない場合（続柄、法定相続人、約款順位等を指定）
は、受取人全員が判明する戸籍謄本（抄本）または住民票（続柄記載のあるもの）をご提
出ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
なお、住民票をご提出いただいた場合でも受取人の続柄（死亡日時点）が確認できない
ときは、改めて戸籍謄本（抄本）をお取り寄せいただくことになります。
●受取人が未成年の場合は、親権者または後見人が判明する戸籍謄本をご提出ください。
●受取人全員の確認のため、転籍前後の戸籍や改製原戸籍などが必要になる場合があり
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ただし、各契約の保険金額・給付金額がそれぞれ500万円以下（保険金額と給付金額は
合算しません）の場合は、受取人が2名以上であっても代表受取人おひとりからのご請
求手続きも可能です。その場合、代表受取人が受取人のひとりであることが判明するも
のをご提出ください。

●発行後6ヵ月以内のものをご提出ください。

〈受取人が、続柄指定・約款順位・法定相続人の場合〉
受取人全員が判明する戸籍謄本（抄本）または住民票（続柄記載のあるもの）をご提出
ください。

（住民票をご提出いただいた場合でも受取人と被保険者の続柄〈死亡日時点〉が確認
できない場合、改めて戸籍謄本〈抄本〉をお取り寄せいただく場合があります）
※受取人全員の確認のため転籍前後の戸籍や改製原戸籍などが必要となる場合があります。

〈受取人が個人名にて指定されている場合〉
各契約の保険金額が500万円を超える場合には、受取人が判明する戸籍謄本（抄本）
または住民票（続柄記載のあるもの）をご提出ください。
（500万円以下は提出不要です）

●個人番号カード
　（表面〈顔写真のある面〉のみ）

●運転免許証
●運転経歴証明書
　（交付日が2012年4月以降のものに限る）

●パスポート
●健康保険被保険者証（※1）
●カード式健康保険被保険者証（※1）
●国民健康保険高齢受給者証（※1） いずれかのコピー

●年金手帳（※2）
●住民基本台帳カード（写真付き）
●特別永住者証明書
●在留カード
●身体障害者手帳
●福祉手帳
●母子健康手帳

次の書類のうち、氏名、現住所、生年月日が確認できるもの、発行日、発行元が
ある場合は確認できること、有効期間がある場合は有効期間中のもの。

（3）戸籍謄本等の公的書類

●印鑑証明書（発行後6ヵ月以内のもの。コピー不可）

　　　「戸籍の取得にあたって」
を参照ください。

! 参 考

（※1）保険者番号および被保険者等記号・番号、二次元コードはマジックで黒く塗りつぶすなどマスキングしてください
（※2）年金手帳等の基礎年金番号（記号・番号）はマジックで黒く塗りつぶすなどマスキングしてください
＊住民票は本籍地および個人番号の記載がないものをご提出ください。（個人番号の申告対象で個人番号申告書の添付書類を兼ねてご提出する場合
は、本籍地の記載がなく個人番号の記載があるものをご提出ください）

4



※受取人の欄は、代表受取人以外の請求者がご記入・押印ください。

◎当選任届を省略できる場合がございます。詳しくは「記入のご案内」をご参照ください。

※請求書に記入した代表受取人が署名ください。 ※親権者・後見人がお手続きされる場合は署名・押印ください。

※親権者・後見人がお手続きされる場合は署名・押印ください。

氏  名
※自署

フリガナ代
表
受
取
人

印

本請求の代表受取人を次のとおり選任いたします。
本請求について後日利害関係人から異議の申し出があっても私たちが連帯して責任を負い、貴社に一切迷惑をかけません。
以下に記載した個人情報について契約者が保険契約を締結する生命保険会社（共同取扱会社を含みます。以下同じ）に提供されること、また生命保険会社が受領した
個人情報を、このたびの保険金・給付金請求が受取人全員の意思によるものであることを確認するために利用することに同意します。
● 表紙記載の〈支払調書が作成される場合〉
各受取人（各委任者）は、請求書記載の「契約者（契約者から委託を受けた者がいる場合はその受託者）」を代理人として定め、当該代理人を通じて、保険取引に関する
支払調書作成事務のため当該各委任者の個人番号（マイナンバー）を明治安田生命保険相互会社に申告いたします。

２／2

明治安田生命保険相互会社 御中

記入欄

　親権者・
後見人
署名欄

フリガナ

フリガナ

印

年　 　     月　 　     日

氏  名
※自署

フリガナ

受
取
人（
委
任
者
）

大 昭 平 令生年月日

印

〒

都 道
府 県

　親権者・
後見人
署名欄

フリガナ

フリガナ

印

年　 　     月　 　     日

氏  名
※自署

フリガナ

受
取
人（
委
任
者
）

生年月日

印

〒

都 道
府 県

　親権者・
後見人
署名欄

大 昭 平 令

フリガナ

フリガナ

印

年　 　     月　 　     日

氏  名
※自署

フリガナ

受
取
人（
委
任
者
）

生年月日

印

〒

都 道
府 県

　親権者・
後見人
署名欄

大 昭 平 令

フリガナ

フリガナ

印

年　 　     月　 　     日

氏  名
※自署

フリガナ

受
取
人（
委
任
者
）

生年月日

印

〒

都 道
府 県

　親権者・
後見人
署名欄

大 昭 平 令

フリガナ

被保険者番号証券番号

被保険者区分

本人 配偶者 こども 会 社
負担分

保存 永久○本 共79841  18.3

代表受取人選任届
〈個人番号申告にかかる委任状〉

※各契約の保険金額が500万円以下で、かつ、下記いずれかに該当の
　場合は省略できます。

●死亡保険金受取人が法定相続人、約款順位（受取人無指定）、子、父母、兄弟姉妹、
労基法準用、規程受給者と指定されている場合

●指定された死亡保険金受取人が死亡し再指定されなかったことにより法定相続人
または約款順位の受取人が死亡保険金請求を行なう場合

●被保険者が受取人となる保険金・給付金について、被保険者が死亡したことにより
法定相続人が保険金・給付金請求を行なう場合

●事故発生状況、原因、経過などをご記入いただく書類です。

●死亡保険金のご請求でも受傷状況が不明不慮の事故などの場合にはご提出い
ただくことがあります。

〈交通事故の場合〉
受傷状況報告書と交通事故証明書の両方をご提出ください。

交 通 事 故 証 明 書

事故照会
番　　号

生年
月日

明 大
昭 平

発生日時 平成　00 年　0月 0 日　　午前  ０ 時 00 分頃

東京都○○区○○2丁目 0番地路上

東京都○○区○○2丁目 00番地

神奈川県○○市○○区１丁目00番地

上記の事項を確認したことを証明します。
　なお、この証明は、損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を
明らかにするものではありません。

普通乗用自動車 品川 00 さ 0000

1-234-5678

東京都○○区○○2丁目 00番地

発生場所

住  所

○○○○○

○○○○○
00年　00月 0日

（　00　歳）

○○○○○

○○○○○
○○○○○

運転 ･ 同乗（運転者氏名　　　　　　　） ・ 歩行 ・ その他

運転 ･ 同乗（運転者氏名　　　　　　　） ・ 歩行 ・ その他

車両相互 車両単独

証明番号 照合記録簿の種別 人身事故12345

氏　名

備考

甲・乙以外の当事者

車　種

住　所

事故類型

事故の
状　態

自賠責
保険関係

車両
番号
証明
番号

生年
月日

明 大
昭 平

00年　00月 0日
（　00　歳）

車両
番号
証明
番号

車　種

事故の
状　態

自賠責
保険関係

フリガナ

氏　名
フリガナ

氏名　○○○○○

住所   000-0000

甲・乙　　　　　　との続柄 本人・代理人

様

○○署　　第  0000  号

有
無

有
無

有
無

有
無

有
無

人
対
車
両

申

請

者

正
面
衝
突

側
面
衝
突

甲

乙

接
　
　
触

転
　
　
倒

衝
　
　
突

踏
　
　
切

不
明（
調
整
中
）

路
外
逸
脱

追
　
　
突

そ

の

他

そ

の

他

衝
　
　
突

出
会
い
頭

平 成　00　年　0　月　00　日

自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー

○ ○ ○ 事 務 所 長 印

交通事故証明書（コピー可）

交通事故証明書はコピーでもご請求できます。

交通事故を警察へ届出済みの場合は、事故発生場所
を管轄する各都道府県の自動車安全運転センターに
交付申請のうえお取り寄せください。

!

請求書類の準備3 該当者のみご提出ください

（1）受取人が2名以上の場合

受取人全員の協議により、 選任された受取人の代表者が保険金を一時金で請求する場合、以下の書類をあわせてご提出
ください。 ※詳細は請求書記載の「記入のご案内」を確認ください。

（2）災害保険金を請求する場合

災害（不慮の事故）が原因で、災害保険金を請求する場合、以下の書類もあわせてご提出ください。

代表受取人選任届

受傷状況報告書（団体保険用）

5

保存 永久○本 共02479

Ｓ 受傷状況報告書（団体保険用）

明治安田生命保険相互会社　御中

1.受傷（事故発生）状況をご記入ください。

2.受傷（事故発生）時の状況について、以下ご記入ください。※事故内容にかかわらずご記入ください。

3.自動車（二輪を含む）の運転中の受傷（事故発生）の場合、以下の項目を必ずご記入ください。

4.警察への届出および労災保険適用について、ご記入ください。

【どこで】

【何をしているときに】

請 求 者
氏 名

飲酒事実
飲酒時間
種 類 飲 酒 量

ご 署 名

受 傷 者
氏 名

受傷（事故発生）
日 時 ・ 場 所

氏 名

下記のとおり受傷（事故発生）状況を報告します。万一記載内容が事実と相違している場合は、保険金・給付金の支払等がなされないことに異議を申し立てません。

※それぞれ当てはまる項目等の□にレ点チェックしてください。「その他」を選択する場合、（　）内に具体的にご記入ください。
※受傷（事故発生）状況がわかる新聞記事等があれば、この報告書とともにご提出ください。

※請求書にご署名された方と同じ方がご署名ください。
※請求者ご本人が受傷または未成年等で記入できない場合は、親権者様または後見人様が
　□にレ点チェックのうえ、ご署名ください。

親権者

午前

勤務先敷地内
公道上
公共交通機関施設内（改札口より内側）
その他

【どうして】
偶然 ・ 誤って
自分の意思により

無　　　　有

運転免許証の有無
有 効 期 限 免 許 証

番 号 第 号
　 　 　 年 　 　 月 　 　 日 迄

昭・平・令　　　 年　 月　 日
昭・平・令　　　 年　 月　 日
昭・平・令　　　 年　 月　 日

免 許 の 条 件 等
二・小・原

第 二 種
そ の 他

（免許証をお持ちの場合は、以下を免許証より転記してください。）

免 許 の 種 類（ お 持 ち の 運 転 免 許 の 種 類 を ○ で 囲 ん で くだ さ い 。）

無　 　　有

警察署へ届出 自動車安全運転センター発行の「交通事故証明書」をご提出ください。

※厚生労働本省（または労働基準監督署）からの「支給決定通知」のコピーがあればご提出ください。

無　　 　有

無　　 　有（　請求中　・　受給済　）

無　　 　有

事故時は 就業中（就業時間内の休憩時間を含む） 就業中ではない

病気により
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ）

運転中（運転者）
乗車中（同乗）
運動中 ・ 訓練中
入浴中（有料浴場含む）

四輪自動車
自転車
その他屋外にいるとき
睡眠中

自動二輪車（原付除く）
電車

四輪自動車
人

自動二輪車（原付除く）
落下物

原付
静物

自転車
その他

電車

原付
その他乗り物（　　　　　　　　 ）

その他屋内にいるとき

自宅敷地内
公道外（私有地 ・ サーキット場等）
その他屋内

学校 ・ 保育園 ・ 幼稚園等
踏切内 ・ 線路上
その他屋外

午後

年　　　　 月　　　　 日

場所（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）
（　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
（ ）

平成 令和

時頃から　　　　　　　　　　　　　　　時頃まで午前 午後 午前 午後

後見人

何を

何と

有のとき

動物等は
どこから どこへ
経緯

何に

【どのように】（複数の選択肢に当てはまる場合、ケガの直接の原因となったものを1つ選択してください。）

くじいた ・ ひねった ・ 転倒等による受傷
日常動作（歩く ・ かがむ ・ しゃがむ ・ 起上がる等）中の発症
溺れた
カッター ・ ナイフ ・ 包丁等による切傷、刺傷
ぶつかった・衝突した

動物等にかまれた ・ さされた ・ ひっかかれた等
高所からの転落 ・ 落下
窒息状態 ・ 一酸化炭素中毒
その他（上記に当てはまらない場合、以下に「どこで ・ 何をしているときに ・ どうして」を含め詳しくご記入ください。）

重量物等運搬中の受傷
火傷 ・ 熱傷　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）
機械操作による受傷

何で

警察への届出有無

労災保険適用有無

自賠責保険適用有無

免
許
証
の
内
容

大
型

中
型

準
中
型

普
通

大
特

大
自
二

普
自
二

小
特

原
付

大
二

中
二

普
二

大
特
二

け
引

け
引
二

引
・
引
二

取
得
年
月
日

第
一
種

時 　　　　分頃

新葉  守
シン バ   マ モ ル

新
葉

1 7 1  0 0 3 3

1 0 0  0 0 0 5

豊島区高田 ３－３５－１ OXレジデンス101東京

千代田区丸の内 2-1-1 OXハイツ202東京

トシ マ ク  タ カ ダ

チ ヨ ダ ク  マ ル ノ ウ チ マ ル バ ツ

若葉   光

若葉   薫

若葉   緑

若
葉

若
葉

マ ル バ ツ

ワ カ バ  　 　 カ オ ル

ワ カ バ  　 　 ヒ カ ル

ワ カ バ 　 　  ミドリ

3       ５   ５

１ 0 　 ２  ２２

若葉 涼

若葉 涼
30 1 2 0 1
1 1 3 0

明安

西新宿三丁目交差点

A825982
取り消し線

A825982
取り消し線

A825982
取り消し線

A825982
取り消し線

A825982
取り消し線

A825982
取り消し線

A825982
取り消し線

A825982
取り消し線

A825982
取り消し線



障害特約付（新･）団体定期保険にご加入で、死亡保険金をご請求される場合、
必ず本チェックシートをご確認のうえ、（1）～（3）のご確認事項のいずれにもあて
はまる方は、必ずご提出ください。

チェック欄
Ⅰ型加入者 Ⅱ型加入者

※ 受給権取得済みの場合は、必ず取得年月もご記入ください。

もれなくご請求いただくためのご確認事項A

A

Ⅰ型・Ⅱ型共通

Ⅰ型加入者

Ⅱ型加入者

明治安田生命保険相互会社　御中

以上、確認いたしました

障害特約Ⅰ型Ⅱ型共通

障害特約Ⅰ型・Ⅱ型付（新・）団体定期保険用

もれなくご請求いただくためのチェックシート

下記    の（１）～（３）の項目をチェックしてください。
（１）～（３）のすべてにあてはまる方は、障害保険金（障害特約Ⅰ型・Ⅱ型共通）・障害初期
給付金（障害特約Ⅱ型のみ）をお支払いできる可能性があります（※1）ので、
このチェックシートを必ずご提出ください。
なお、下記    は本シートの提出にかかわらず全項目を確認し、チェックしてください。

障害特約付（新・）団体定期保険の、① 死亡保険金 ② 高度障害保険金 
③（災害保障特約・傷害特約・交通災害特約の）障害給付金 をご請求される方は、
ご記入にあたり下記をお読みください。

(１)

(２)

(３)

●下記（１）～（３）の該当する項目のチェック欄に　  チェックしてください。

●下記事項についてご確認されましたら、確認欄に　  チェックしてください。

今回のご請求項目が、①死亡保険金 ②高度障害保険金 
③（災害保障特約・傷害特約・交通災害特約の）障害給付金 のいずれかである

公的障害年金の
受給権取得状況

・・・・・・

「障害保険金」はご加入後に公的障害年金１級の受給権を取得した場合に、「障害初期給付金」
はご加入後に公的障害年金１級または２級の受給権を取得した場合にお支払いの対象となります。
ただし、この障害特約のご加入日より前に生じた傷病を直接の原因として受給権を取得した場合は、
お支払いの対象とはなりません（ご加入後に生じた別原因の傷病により受給権を取得した場合は、
この限りではありません）。

高度障害保険金が支払われた場合、高度障害保険金の該当日（症状固定日）の翌日以降に公的障害
年金1級または2級の受給権を取得されても「障害初期給付金」はお支払いの対象とはなりません。

「障害保険金」「障害初期給付金」のお支払いの対象となる公的障害年金とは、国民年金法による
障害基礎年金または厚生年金保険法による障害厚生年金のことを指します。
（身体障害者福祉法による「身体障害者手帳」とは異なりますのでご注意ください）

① １級取得済みである　（取得年月　　　 　年　　 月）

② ２級取得済みである　（取得年月　　　 　年　　 月）

記入日　　　  　   年　　  月　  　日 受取人

B

対象外

対象外

障害保険金・障害初期給付金のお支払いについて

はじめに
お読みください

B

ご依頼事項

確認欄
Ⅰ型加入者 Ⅱ型加入者

（※1）（１）～（３）全てにあてはまり、かつ以下の場合などでは、障害保険金・障害初期給付金をお支払いできる可能性
　　  がありますので、該当の方には別途ご案内いたします。

●障害保険金の対象金額が死亡保険金額・高度障害保険金額を上回る場合

●障害給付金をご請求の方で既に公的障害年金１級の受給権を取得されている場合

●被保険者様がご生前に公的障害年金１級または２級の受給権を取得されていた場合
●高度障害の該当日より前に公的障害年金１級または２級の受給権を取得されている場合
●障害給付金ご請求の方で既に公的障害年金１級または２級の受給権を取得されている場合

未成年･成年後見人の
本人確認書類

後見人の就職事実が
わかる書類

● 各契約の保険金額が500万円を超える場合にご提出ください。（500万円以下は提出不要です）
＜手続者が未成年後見人の場合＞

未成年後見人の本人確認書類（コピー）または印鑑証明書（発行後6ヵ月以内のもの）
※本人確認書類は4ページをご確認ください。

＜手続者が成年後見人の場合＞

成年後見人の印鑑証明書（発行後6ヵ月以内のもの）

＜手続者が未成年後見人の場合＞

未成年後見人の記載のある受取人の戸籍謄本（抄本）
または家庭裁判所の審判書のコピー（発行〈交付〉後6ヵ月以内のもの）

＜手続者が成年後見人の場合＞

法務局発行の登記事項証明書または家庭裁判所の審判書のコピー（発行〈交付〉後6ヵ月以内のもの）

なお、成年後見監督人が選任されている場合は、上記に加え、成年後見監督人の選任がわかる登記事項証明書お
よび本人確認書類（コピー）をご提出ください。また親権者・後見人欄には、成年後見人および成年後見監督人が連
署のうえ、成年後見人は印鑑証明書印（各契約の保険金額が500万円以下の場合は認印）、成年後見監督人は認
印を押印ください。

（3）後見人等が請求する場合

　  以下の書類をあわせてご提出ください。 

（4）（新・）団体定期保険で障害特約に加入されている場合

　　以下の書類もあわせてご提出ください。
　　障害特約（（新・）団体定期保険）が付加されていないご契約の場合は提出不要です。

説明必要書類

もれなくご請求いただくためのチェックシート
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その他書類の準備 支払調書作成対象となる場合に
ご提出ください

次のいずれか1点を個人番号（マイナンバー）申告書に添付しご提出ください。

● 「個人番号カードのコピー（裏面、個人番号の記載のある面）」

● 「通知カードのコピー」

● 「個人番号記載の住民票の写し」

4
下記に該当する場合は、保険会社が税務署等へ提出する支払調書作成の対象となるため、以下の書類もあわせてご提
出ください。受取人が2名以上の場合は、受取人数分の申告書が必要です。

支払調書作成の対象となる場合

● 各受取人に支払われる死亡保険金（災害死亡保険金含む）が、一時金で100万円を超える場合
● 各受取人に支払われる保険金が一時金でなく年金で支払われる場合に、年金年額が20万円を超えるとき

※詳細は請求書記載の「記入のご案内」をご確認ください。また、年金で請求する場合は年金請求書をご提出ください。

個人番号（マイナンバー）申告書

保存 永久○本 共79845  18.3

個人番号（マイナンバー）申告書

受取人個人番号確認書類

留意事項

明治安田生命保険相互会社（以下、保険会社）が保険取引に関する支払調書作成事務に利用するために、貼付・添付書類に記載されているとおり、個人番
号（マイナンバー）を申告いたします。
なお、この個人番号（マイナンバー）申告書（添付書類を含む。以下「申告書」）を提出後、個人番号を保管する必要性がなくなった場合（支払調書作成対象
外と判明した場合など）には、申告書は保険会社にて廃棄・マスキング等の適切な処理をしていただくようお願いします。

証券番号 被保険者
番　　号

被保険者
カナ氏名 様

年　 　      月　 　      日氏　名
※自署

生年月日

住  所

フリガナ

〒
都 道
府 県

支払調書作成対象となる場合　
　● （各受取人に）支払われる死亡保険金（災害死亡保険金を含む）が、一時金で100万円を超える場合
　● （各受取人に）支払われる保険金が一時金でなく年金で支払われる場合に、年金年額が20万円を超えるとき
　上記に該当されない場合は、当申告書は提出不要です。

会社使用欄

貼付欄

① 「個人番号カード（裏面）」のコピー
●カードの外枠に沿って切り取り、右の「貼付欄」に
　貼り付けてください

●保護シールを個人番号の上に貼り付けてください

③ 個人番号記載「住民票」の写し

受取人（委任者）署名欄

法人代理

貼付欄

②「通知カード」のコピー
●カードの外枠に沿って切り取り、右の「貼付欄」に
　貼り付けてください

●保護シールを個人番号の上に貼り付けてください

申告書には貼付せずに、当申告書と一緒にご提出ください。

提
出
資
料
を
右
記
い
ず
れ
か
に
チ
ェ
ッ
ク
□
し
て
く
だ
さ
い

※下記イラストはイメージですので、実物と相違する場合があります。

昭
和

大
正

平
成
令
和

（保護シール）

（保護シール）

明治安田生命保険相互会社 御中

み ほ ん

み ほ ん
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その戸籍に記載されている内容をすべて証明したものです。
（戸籍に入っている全員分の証明）

戸籍に記載されている一部を証明したものです。
（戸籍に入っている特定の人の証明）

法令の改正（昭和32年、平成6年）によって、戸籍の編製単位
や様式や変更して戸籍を作り直すことを「改製」といいます。
改製原戸籍は改製の際の元（原）になった戸籍です。

本籍を別の市区町村へ移すことです。

誰も残っていない戸籍を除籍といいます。
別の市区町村へ転籍した、死亡・結婚等で戸籍の構成員が全
員いなくなった場合に「除籍」へ変更されます。

●死亡保険金のご請求の際には、受取人との続柄や先順位者の確認のため、被保険者（お亡くなり
になられた方）や受取人の戸籍謄本が必要となる場合がございます。

●　　　 「請求書類の準備ー戸籍謄本等の公的書類」をご確認のうえ、お取り揃えください。

はじめに
お読みください

1

取得先

【戸 籍】

用語説明

2

戸籍は、本籍地のある市区町村にて取得ください。
郵送でも可能ですので詳しくは本籍地の市区町村にお問い合わせください。
住民票は、お住まいの市区町村にて取得ください。

現在の戸籍と改製原戸籍
をあわせて取得いただく
場合もあります。（詳細は
必要となる戸籍期間をご
確認ください。）

戸籍謄本
（全部事項証明書）

改製原戸籍

内 容

除 籍

転 籍

戸籍抄本
（個人事項証明書等）

世帯員全員を記載した住民票

世帯員のなかのひとりだけを記載した住民票

【住民票】

用 語

用 語

住民票謄本

内 容

住民票抄本

!

住民票は「本籍地および
個人番号の記載のないも
のを取得ください。

!

※法令の改正（平成6年）による戸籍の電算化（コンピュータ化）後は、全部事項証明書（戸籍謄本）、個人事項証明書等（戸籍抄本）
　と名称が異なる場合があります。（電算化の時期は各市区町村で異なります）

通常、市区町村で「戸籍謄本をください」と申し出る
と、改製後の戸籍が渡されます。そのため「必要と
なる戸籍期間（例：婚姻当初の○年から現在まで」
をお申し出いただく場合がございます。

区役所や市役所で住民票をお取りいた
だく場合には、「続柄」の記載のあるもの
とお申し出ください

戸籍（住民票）の取得先・用語説明戸籍（住民票）の取得にあたって

2  -（3）
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通常、「住民票」は「続柄」や「世帯主」「本籍および筆頭者」等の記載は省略され
ています。区役所や市役所で住民票をお取りいただく際は「続柄」の記載のある
ものとお申し出ください。
※各市区町村の交付申請書には「続柄」等の希望を記載する欄があります。

住民票は「本籍地」および「個人番号」の記載のないものを取得いただき、ご提
出ください。
※ただし、「個人番号」については、個人番号の申告対象で個人番号（マイナンバー）申告書の
　添付書類を兼ねてご提出される場合を除きます。

電算化後の戸籍全部事項証明書（現在の戸籍謄本に相当）の様式 （大きさ  A4版）

（1の１）

戸籍事項

戸籍に記録されている者

身分事項
出　　生

婚　　姻

戸籍に記録されている者

身分事項
出　　生

婚　　姻

本　   籍

氏　   名

発行番号 00-00000

これは、戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。

平成○○ 年 ○○月○○日
東京都豊島区長

以下余白

印

全 部 事 項 認 明

戸籍編製

東京都豊島区高田3丁目35番地1号

若葉 薫

【改製日】 平成18年12月23日
【改製事由】 平成6年法務省令第51号附則第2号第1項による改製

【名】

【生年月日】 昭和１８年１１月１６日
【父】 若葉 紀
【母】 若葉 緑
【続柄】 長男

薫

光【名】

【生年月日】 昭和２４年３月６日
【父】 若葉 香
【母】 若葉 翼
【続柄】 長女

【出生日】 昭和１８年１１月１６日
【出生地】 東京都豊島区
【届出日】 昭和１８年１１月１９日
【届出人】 父

【出生日】 昭和２４年３月６日
【出生地】 東京都千代田区
【届出日】 昭和２４年３月１２日
【届出人】 父

【婚姻日】 昭和５３年１１月２５日
【配偶者氏名】 若葉 光
【徒前戸籍】 東京都豊島区高田3丁目35番地1号　若葉 純 

【婚姻日】 昭和５３年１１月２５日
【配偶者氏名】 若葉 薫
【徒前戸籍】 東京都千代田区2丁目１番地1号

【配偶者区分】 夫

【配偶者区分】 妻

○ ○　  ○ ○

改
製
原
戸
籍
平
成
六
年
法
務
省
令
第
五一号
附
則
第
二
条
第一項
に

よ
る
改
製
に
つ
き
平
成
拾
八
年
拾
弐
月
弐
拾
参
日
消
除

東
京
都
豊
島
区
高
田
参
丁
目
参
拾
五
番
地
壱
号

　
婚
姻
の
届
出
に
よ
り
昭
和
五
拾
参
年
拾
壱
月
弐
拾
五

日
編
製

　
昭
和
拾
八
年
拾
壱
月
拾
六
日
豊
島
区
で
出
生
同
月
拾
九
日
父
届
出
入
籍

　
昭
和
五
拾
参
年
拾
壱
月
弐
拾
五
日
若
葉
光
と
婚
姻
届
出
豊
島
区
高
田

参
丁
目
参
拾
五
番
地
壱
号
明
若
葉
純
戸
籍
か
ら
入
籍

　
平
成
拾
八
年
九
月
壱
日
午
後
壱
時
壱
分
豊
島
区
で
死
亡
同
月
弐
日
親
族
明

若
葉
光
届
出
除
籍

　
昭
和
弐
拾
四
年
参
月
六
日
千
代
田
区
で
出
生
同
月
拾
弐
日
父
届
出
入
籍

　
昭
和
五
拾
参
年
拾
壱
月
弐
拾
五
日

青
葉
香
戸
籍
か
ら
入
籍

　
平
成
拾
八
年
九
月
壱
日
夫
死
亡

　
昭
和
五
拾
六
年
拾
月
弐
拾
日
豊
島
区
で
出
生
同
月
弐
拾
弐
日
父
届
出
入
籍

　
平
成
拾
七
年
六
月
弐
日
明
安
歩
と
婚
姻
届
出
豊
島
区
高
田
参
丁
目
参
拾
五
番

地
壱
号
に
夫
の
氏
の
新
戸
籍
編
製
に
つ
き
除
籍

若
　
葉

　
　
　
薫

昭
和
拾
八
年
拾
壱
月
拾
六
日

昭
和
弐
拾
四
年
参
月
六
日

昭
和
五
拾
六
年
拾
月
弐
拾
日

こ
の
謄
本
は
、
原
戸
籍
の
原
本
と
相
違
な
い
こ
と
を
認
証
す
る
。

　
　
　
　
　
　
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
豊
島
区
長

　
　
○ 

○
　
○ 

○

若  

葉
　
　 

純

父

緑

青  

葉
　
　 

香

若  

葉
　
　 

薫光 翼光

母夫

印

籍　　　 本

名　　　 氏

男　  長

第

女　  長男　  長

生 出生 出生 出 父母父母 妻

薫優

印

印

印

印

印
印

印

印

印

戸籍謄本（改製原戸籍）戸籍謄本（全部事項証明書）

イメージ図

イメージ図

イメージ図

イメージ図

住民票謄本 住民票抄本

戸籍事項欄の見方
在籍者全員に共通な戸籍全体に関する下記の事項が記載されています。

■新戸籍の編製 ■戸籍の改製 ■転籍等

以下の記載がある場合は、改製原戸籍を取得していただく場合があります。

〈記載例〉

●「婚姻により…」の記載がある婚姻による新戸籍編製

●「…から転籍」の記載がある本籍地を移転したことによる編製

●「法務省令第二十七号により改製」の記載がある一夫婦一戸籍（昭和32
年法務省令第二十七号）による戸籍の改製

●「平成6年法務省令第51号…による改製」の記載がある戸籍事務の電子
化による改製

戸籍事項欄

死亡等により除籍
された場合は「×」
で抹消されます。

戸籍謄本・住民票のイメージ

印

東京都豊島区 1枚中　　　1枚目

住　　民　　票

世帯主

住　所

ワカバ　ヒカルフリガナ
氏　 名

印

生年月日

本　籍

前住所

備　考

筆頭者

住所を定めた日 届出をした日 住民となった日

昭和３３年　３月　１日

平成　５年　４月　４日

平成３０年１０月１５日　死亡

平成　５年　４月　４日 平成　５年　４月　４日

平成　５年　４月　４日 平成　５年　４月　４日 平成　５年　４月　４日

性別 男 続柄 世帯主 住民票コード （省略）

（省略）

若葉 光 若葉 薫

若葉 光

東京都豊島区３－３５－１　○×レジデンス１０１

東京都新宿区西新宿１－９－１

東京都千代田区丸の内２－１－１

この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明します。

1

2

3

4

5

平成○○年○○月○○日
豊島区長　○○○○

ワカバ　カオルフリガナ
氏　 名

生年月日

本　 籍

前住所

住所を定めた日 届出をした日 住民となった日

昭和３５年　８月２０日 性別 女 続柄 妻 世帯主 住民票コード

若葉 薫

東京都新宿区西新宿１－９－１
備　考

フリガナ
氏　 名

生年月日

本　 籍

前住所

住所を定めた日 届出をした日 住民となった日

性別 続柄 住民票コード

備　考

フリガナ
氏　 名

生年月日

本　 籍

前住所

住所を定めた日 届出をした日 住民となった日

性別 続柄 住民票コード

備　考

フリガナ
氏　 名

生年月日

本　 籍

前住所

住所を定めた日 届出をした日 住民となった日

性別 続柄 住民票コード

備　考

東京都豊島区
住　　民　　票

改製日

印

住民票コード

住所を
定めた日
届出を
した日

住民と
なった日

平成　５年　４月　４日

平成　５年　４月　４日

平成　５年　４月　４日男 世帯主

（省略）

若葉 薫 若葉 薫

豊島区高田３－３５－１　○×レジデンス１０１

東京都新宿区西新宿１－９－１

この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明します。

平成○○年○○月○○日
豊島区長　○○○○

昭和３５年　８月２０日

氏 

名

性 

別
続 

柄

世
帯
主

生
年
月
日

住 

所

本 

籍

前
住
所

転
出
先

備 

考

筆
頭
者

1枚中　1枚目

戸籍（住民票）の取得にあたって
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必要となる期間により、現在の戸籍のほか改製原戸籍をあわせて取得いただく場合がございます。
下記例をご確認ください。

平成2年昭和42年 平成６年～

必要となる戸籍期間

現在

受取人
被保険者

（お亡くなりになられた方）

受取人全員が判明する戸籍謄本（抄本）をご提出ください。
・受取人が順位指定、法定相続人指定等の場合は、先順位者のいないことが確認できる
戸籍もあわせて必要となりますのでご留意ください。
・受取人によってご提出をお願いする戸籍期間が異なる場合がありますのでご留意くだ
さい。

出生 婚姻 戸籍法改正

出生 戸籍法改正 戸籍法改正

婚姻当初からの
戸籍が必要な場合

出 

生

婚
姻
に
よ
り

別
戸
籍
に
入
籍

戸
籍
改
製

● 戸籍の改製は、昭和32年および平成6年の法令改正により行なわれており、本籍を移転していなくても、戸籍謄本が複数になる場合があります。　　　　
改製の時期は各市区町村によって異なります。

● 改製時に新たに編成された戸籍には、その時点で戸籍に在籍する方のみ転記されるため、結婚等により除籍されている方が存在する場合、　　　　　　　
改製後の戸籍謄本のみでは除籍されている方の確認ができなくなります。

● 戸籍事項欄に「平成6年法務省令第51号…による改製」や「婚姻により…」「…から転籍」等の記載がある場合は、　　　　　　　　　　　　　　　　　
改製原戸籍を取得していただくことがあります。

!

昭和10年 昭和32年 平成６年～ 現在

死
亡

● 現在の戸籍1通

● 改製原戸籍1通

例

必要となる戸籍期間

出生当初からの戸籍
が必要な場合①

出 

生

婚
姻
に
よ
り

別
戸
籍
に
入
籍

戸
籍
改
製

死
亡

● 現在の戸籍1通

● 改製原戸籍２通

例

必要となる戸籍期間

出生当初からの戸籍
が必要な場合②

出 

生
死
亡

● 現在の戸籍1通

● 改製原戸籍2通

例 昭
和
32
年
法
令
に

よ
る
戸
籍
改
製

平
成
６
年
法
令
に

よ
る
戸
籍
改
製

例）受取人が子どもの場合、「被保険者の婚姻当初から現在までの連続した戸籍謄本」
受取人が法定相続人で父母の場合、「被保険者の出生当初から現在までの連続した戸籍謄本」

改製原戸籍
①

現在の戸籍

改製原戸籍
②

現在の戸籍改製原戸籍
①

現在の戸籍改製原戸籍
①

改製原戸籍
②

必要となる戸籍（期間）戸籍（住民票）の取得にあたって
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出生 婚姻 戸籍法改正 戸籍法改正

昭和10年 昭和30年 昭和32年 平成６年～ 現在

必要となる戸籍期間

出生当初からの戸籍
が必要な場合③

出 

生

婚
姻
に
よ
り

別
戸
籍
に
入
籍

死
亡

● 現在の戸籍1通

● 改製原戸籍3通

例 昭
和
32
年
法
令
に

よ
る
戸
籍
改
製

平
成
６
年
法
令
に

よ
る
戸
籍
改
製

現在の戸籍改製原戸籍
①

改製原戸籍
②

改製原戸籍
③



■お受取人が続柄で指定されており、子ども・兄弟姉妹の場合に必要となる戸籍

（※）の戸籍の取得により子どもがいたことが確認できた場合、子どもの死亡日の記載のある戸籍謄本（抄本）または住民票が必要となります

※上記の事例は一例となりますので、ご請求内容によってご提出いただく書類は異なります。

子ども 被保険者の婚姻当初から現在までの連続した戸籍謄本

※あわせて受取人の戸籍謄本（抄本）が必要となります

兄弟姉妹 被保険者の両親の婚姻当初から現在までの連続した戸籍謄本

● 戸籍をお取りいただく際には、「必要となる戸籍期間」をお申し出ください。
● 転籍・改製等がある場合は、転籍前の戸籍・改製前の戸籍（改製原戸籍）もお取りください。
● 婚姻当初とははじめての婚姻のことで、複数の婚姻歴がある場合は、最初の婚姻からとなります。

受取人 必ずご提出が必要な戸籍

■お受取人が約款順位の場合に必要となる戸籍等

　①配偶者　②子ども（死亡している場合、その直系卑属）　③父母　④祖父母　⑤兄弟姉妹
　　先順位の方が存在しない場合、次の順位の方がお受取人となり、先順位者がいないことが確認できる戸籍もあわせて必要となります。

配偶者

子ども

父 母

祖父母

兄弟姉妹

配偶者の現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

①被保険者の婚姻当初から現在までの連続した戸籍謄本

②子どもそれぞれの現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

①被保険者の出生当初から現在までの連続した戸籍謄本（※）

②両親それぞれの現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

①被保険者の出生当初から現在までの連続した戸籍謄本（※）

②両親の死亡日の記載のある戸籍謄本（抄本）

③祖父母それぞれの現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

①被保険者の両親の婚姻当初から現在までの連続した戸籍謄本

②兄弟姉妹それぞれの現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

③被保険者の出生当初から現在までの連続した戸籍謄本（※）

④祖父母の死亡日の記載のある戸籍謄本（抄本）または住民票

順 位 受取人 必要となる戸籍等（重複する内容は省略できます）

■お受取人が法定相続順位による場合に必要となる戸籍等
　先順位の方が存在しない場合、次の順位の方がお受取人となり、先順位者がいないことが確認できる戸籍もあわせて必要となります。

（※）の戸籍の取得により子どもがいたことが確認できた場合、子どもの死亡日の記載のある戸籍謄本（抄本）または住民票が必要となります

第１

第１

第2

第3

第4

第5

第2

第3

順 位
受取人 受取人必要となる戸籍等（重複する内容は省略できます） 必要となる戸籍等（重複する内容は省略できます）

配偶者がいる場合 配偶者がいない場合

配偶者と
子どもの
とき

子どもの
とき

父母の
とき

兄弟姉妹
のとき

配偶者と
父母の
とき

配偶者と
兄弟姉妹
のとき

①被保険者の婚姻当初から現在までの連続した戸籍謄本

②子どもそれぞれの現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

①被保険者の出生当初から現在までの連続した戸籍謄本（※）

②両親それぞれの現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

①被保険者の両親の婚姻当初から現在までの連続した戸籍謄本

②兄弟姉妹それぞれの現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

③被保険者の出生当初から現在までの連続した戸籍謄本（※）

④祖父母の死亡日の記載のある戸籍謄本（抄本）または住民票

①被保険者の婚姻当初から現在までの連続した戸籍謄本

②配偶者の現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

③子どもそれぞれの現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

①被保険者の婚姻当初から現在までの連続した戸籍謄本（※）

②配偶者の現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

③両親それぞれの現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

①被保険者の婚姻当初から現在までの連続した戸籍謄本（※）

②配偶者の現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

③被保険者の両親の婚姻当初から現在までの連続した戸籍謄本

④兄弟姉妹それぞれの現在の戸籍謄本（抄本）または住民票

ご提出いただく戸籍等のご案内戸籍（住民票）の取得にあたって
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保存 永久○本 共02479

Ｓ 受傷状況報告書（団体保険用）

明治安田生命保険相互会社　御中

1.受傷（事故発生）状況をご記入ください。

2.受傷（事故発生）時の状況について、以下ご記入ください。※事故内容にかかわらずご記入ください。

3.自動車（二輪を含む）の運転中の受傷（事故発生）の場合、以下の項目を必ずご記入ください。

4.警察への届出および労災保険適用について、ご記入ください。

【どこで】

【何をしているときに】

請 求 者
氏 名

飲酒事実
飲酒時間
種 類 飲 酒 量

ご 署 名

受 傷 者
氏 名

受傷（事故発生）
日 時 ・ 場 所

氏 名

下記のとおり受傷（事故発生）状況を報告します。万一記載内容が事実と相違している場合は、保険金・給付金の支払等がなされないことに異議を申し立てません。

※それぞれ当てはまる項目等の□にレ点チェックしてください。「その他」を選択する場合、（　）内に具体的にご記入ください。
※受傷（事故発生）状況がわかる新聞記事等があれば、この報告書とともにご提出ください。

※請求書にご署名された方と同じ方がご署名ください。
※請求者ご本人が受傷または未成年等で記入できない場合は、親権者様または後見人様が
　□にレ点チェックのうえ、ご署名ください。

親権者

午前

勤務先敷地内
公道上
公共交通機関施設内（改札口より内側）
その他

【どうして】
偶然 ・ 誤って
自分の意思により

無　　　　有

運転免許証の有無
有 効 期 限 免 許 証

番 号 第 号
　 　 　 年 　 　 月 　 　 日 迄

昭・平・令　　　 年　 月　 日
昭・平・令　　　 年　 月　 日
昭・平・令　　　 年　 月　 日

免 許 の 条 件 等
二・小・原

第 二 種
そ の 他

（免許証をお持ちの場合は、以下を免許証より転記してください。）

免 許 の 種 類（ お 持 ち の 運 転 免 許 の 種 類 を ○ で 囲 ん で くだ さ い 。）

無　 　　有

警察署へ届出 自動車安全運転センター発行の「交通事故証明書」をご提出ください。

※厚生労働本省（または労働基準監督署）からの「支給決定通知」のコピーがあればご提出ください。

無　　 　有

無　　 　有（　請求中　・　受給済　）

無　　 　有

事故時は 就業中（就業時間内の休憩時間を含む） 就業中ではない

病気により
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ）

運転中（運転者）
乗車中（同乗）
運動中 ・ 訓練中
入浴中（有料浴場含む）

四輪自動車
自転車
その他屋外にいるとき
睡眠中

自動二輪車（原付除く）
電車

四輪自動車
人

自動二輪車（原付除く）
落下物

原付
静物

自転車
その他

電車

原付
その他乗り物（　　　　　　　　 ）

その他屋内にいるとき

自宅敷地内
公道外（私有地 ・ サーキット場等）
その他屋内

学校 ・ 保育園 ・ 幼稚園等
踏切内 ・ 線路上
その他屋外

午後

年　　　　 月　　　　 日

場所（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）
（　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
（ ）

平成 令和

時頃から　　　　　　　　　　　　　　　時頃まで午前 午後 午前 午後

後見人

何を

何と

有のとき

動物等は
どこから どこへ
経緯

何に

【どのように】（複数の選択肢に当てはまる場合、ケガの直接の原因となったものを1つ選択してください。）

くじいた ・ ひねった ・ 転倒等による受傷
日常動作（歩く ・ かがむ ・ しゃがむ ・ 起上がる等）中の発症
溺れた
カッター ・ ナイフ ・ 包丁等による切傷、刺傷
ぶつかった・衝突した

動物等にかまれた ・ さされた ・ ひっかかれた等
高所からの転落 ・ 落下
窒息状態 ・ 一酸化炭素中毒
その他（上記に当てはまらない場合、以下に「どこで ・ 何をしているときに ・ どうして」を含め詳しくご記入ください。）

重量物等運搬中の受傷
火傷 ・ 熱傷　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）
機械操作による受傷

何で

警察への届出有無

労災保険適用有無

自賠責保険適用有無

免
許
証
の
内
容

大
型

中
型

準
中
型

普
通

大
特

大
自
二

普
自
二

小
特

原
付

大
二

中
二

普
二

大
特
二

け
引

け
引
二

引
・
引
二

取
得
年
月
日

第
一
種

時 　　　　分頃



チェック欄
Ⅰ型加入者 Ⅱ型加入者

※ 受給権取得済みの場合は、必ず取得年月もご記入ください。

もれなくご請求いただくためのご確認事項A

A

Ⅰ型・Ⅱ型共通

Ⅰ型加入者

Ⅱ型加入者

明治安田生命保険相互会社　御中

以上、確認いたしました

障害特約Ⅰ型Ⅱ型共通

障害特約Ⅰ型・Ⅱ型付（新・）団体定期保険用

もれなくご請求いただくためのチェックシート

下記    の（１）～（３）の項目をチェックしてください。
（１）～（３）のすべてにあてはまる方は、障害保険金（障害特約Ⅰ型・Ⅱ型共通）・障害初期
給付金（障害特約Ⅱ型のみ）をお支払いできる可能性があります（※1）ので、
このチェックシートを必ずご提出ください。
なお、下記    は本シートの提出にかかわらず全項目を確認し、チェックしてください。

障害特約付（新・）団体定期保険の、① 死亡保険金 ② 高度障害保険金 
③（災害保障特約・傷害特約・交通災害特約の）障害給付金 をご請求される方は、
ご記入にあたり下記をお読みください。

(１)

(２)

(３)

今回のご請求のご加入者（被保険者）区分が、“所属員本人”である
※“配偶者・こども”ではない

●下記（１）～（３）の該当する項目のチェック欄に　  チェックしてください。

●下記事項についてご確認されましたら、確認欄に　  チェックしてください。

今回のご請求項目が、①死亡保険金 ②高度障害保険金 
③（災害保障特約・傷害特約・交通災害特約の）障害給付金 のいずれかである

公的障害年金の
受給権取得状況

・・・・・・

「障害保険金」はご加入後に公的障害年金１級の受給権を取得した場合に、「障害初期給付金」
はご加入後に公的障害年金１級または２級の受給権を取得した場合にお支払いの対象となります。
ただし、この障害特約のご加入日より前に生じた傷病を直接の原因として受給権を取得した場合は、
お支払いの対象とはなりません（ご加入後に生じた別原因の傷病により受給権を取得した場合は、
この限りではありません）。

高度障害保険金が支払われた場合、高度障害保険金の該当日（症状固定日）の翌日以降に公的障害
年金1級または2級の受給権を取得されても「障害初期給付金」はお支払いの対象とはなりません。

「障害保険金」「障害初期給付金」のお支払いの対象となる公的障害年金とは、国民年金法による
障害基礎年金または厚生年金保険法による障害厚生年金のことを指します。
（身体障害者福祉法による「身体障害者手帳」とは異なりますのでご注意ください）

① １級取得済みである　（取得年月　　　 　年　　 月）

② ２級取得済みである　（取得年月　　　 　年　　 月）

記入日　　　  　   年　　  月　  　日 受取人

B

対象外

対象外

障害保険金・障害初期給付金のお支払いについて

はじめに
お読みください

B

ご依頼事項

確認欄
Ⅰ型加入者 Ⅱ型加入者

（※1）（１）～（３）全てにあてはまり、かつ以下の場合などでは、障害保険金・障害初期給付金をお支払いできる可能性
　　  がありますので、該当の方には別途ご案内いたします。

●障害保険金の対象金額が死亡保険金額・高度障害保険金額を上回る場合

●障害給付金をご請求の方で既に公的障害年金１級の受給権を取得されている場合

●被保険者様がご生前に公的障害年金１級または２級の受給権を取得されていた場合
●高度障害の該当日より前に公的障害年金１級または２級の受給権を取得されている場合
●障害給付金ご請求の方で既に公的障害年金１級または２級の受給権を取得されている場合

記入不要




